
インボイス制度 
     セミナー 

 令和５年１０月１日から「適格請求書等保存方式」いわゆるインボイス制度が
導入されます。それに伴い、適格請求書発行事業者の登録申請受付が、昨年１０
月１日より開始されました。令和５年１０月１日から適格請求書発行事業者とな
るには、令和５年３月３１日までの登録申請が必要となります。 

 そこで、本会ではインボイス制度の概要・仕組み、事業者に求められる対応や
留意点について説明する標記セミナーを開催します。 

 

 

                            

令和３年度事業環境変化対応型支援事業 

まもなく 
開始！ 

ご記入いただきました個人情報はセミナー開催に係る連絡・情報提供等に活用します。なお、本会では、個人情報を適切に管理して参ります  

申込み方法 裏面申し込み用紙よりお申し込み下さい。 

講 師 

濱本健太朗 税理士 

濱本健太朗税理士事務所 所長 

カリキュラム 

🖊 インボイス制度とは 

🖊 事業者に求められる対応や留意点 

🖊 適格請求書発行事業者の登録申請 等 

全ての業種に関係のある制度です！ 

  登録申請がまだの方 
  登録申請の必要判断に悩んでいる方 
  よくわからない方 

ぜひご参加ください！ 

参加費 無料 

令和４年11月2日（水）1４:00 ～ 1６:00  日 時 

セリーズ ２階コーラル （高知市高須砂地155番地） 場 所 

定 員 ３0名（先着順） 



インボイス制度対策セミナー 
セミナー申込書【申込締切 10月21日（金）】 

 
＜お申込み・お問い合わせ＞ 
高知県中小企業団体中央会 

  ＴＥＬ  ０８８－８４５－８８７０ 
Ｅ‐ｍａｉｌ  info@kbiz.or.jp 

 担当 ： 松村     

ＦＡＸ：088-845-2434 
下記にご記入のうえ、ＦＡＸまたはメールにてお申込みをお願いします。 

貴組合名 

住    所 
（℡） 

〒 
 

 
（℡      －     －      ） 

担当者 
メールアドレス 

参加者名① 
（所属・役職）         

参加者名② 
（所属・役職）          

消費税 
の取扱い 

     ①課税       ②免税 

インボイス      ①登録済み     ②未登録 

※ご記入いただきました個人情報は、セミナーの運営に関わる連絡、情報提供等に活用いたします。なお、本会で
は、お預かりした個人情報を適切に管理して参ります。また、３名以上でお申し込みの場合は、本用紙をコピーし
てご使用下さい。 


